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(57)【要約】
　本発明は、軌道（２）の軌道形状を検出するための軌
道検測車（１）であって、軌道の２本のレール（３）上
を走行可能でありかつレール走行装置（４）を有する車
両フレーム（５）と、慣性測定ユニット（８）および各
レール（３）に対する位置測定用の少なくとも１つの無
接触式の位置測定装置（９）が配置された第１の測定基
部（７）とを備えた軌道検測車（１）に関する。降下可
能な第２の測定基部（１１）が配置されていることが想
定されており、第２の測定基部（１１）は、レール（３
）上に載置可能な測定従輪（１２）を有しており、かつ
補償測定装置（２０，２２）を介して第１の測定基部（
７）に結合されている。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　軌道（２）の軌道形状を検出するための軌道検測車（１）であって、軌道（２）の２本
のレール（３）上を走行可能でありかつレール走行装置（４）を有する車両フレーム（５
）と、慣性測定ユニット（８）および各レール（３）に対する位置測定用の少なくとも１
つの無接触式の位置測定装置（９）が配置された第１の測定基部（７）と、を備えた軌道
検測車（１）において、
　降下可能な第２の測定基部（１１）が配置されており、該第２の測定基部（１１）は、
前記レール（３）上に載置可能な測定従輪（１２）を有しておりかつ補償測定装置（２０
，２２）を介して前記第１の測定基部（７）に結合されていることを特徴とする、軌道検
測車（１）。
【請求項２】
　前記各レール（３）に対する位置測定用の前記第１の測定基部（７）に、互いに離され
た２つの位置測定装置（９）が配置されている、請求項１記載の軌道検測車（１）。
【請求項３】
　前記位置測定装置（９）は、レーザラインスキャナとして形成されている、請求項１ま
たは２記載の軌道検測車（１）。
【請求項４】
　前記補償測定装置（２０，２２）は、距離測定装置および／または角度測定装置として
形成されている、請求項１から３までのいずれか１項記載の軌道検測車（１）。
【請求項５】
　前記第１の測定基部（７）は、前記レール走行装置（４）の走行装置フレーム（６）と
して形成されている、請求項１から４までのいずれか１項記載の軌道検測車（１）。
【請求項６】
　前記第２の測定基部（１１）は、２つの測定従輪（１２）を備えた第１のテレスコープ
軸（１７）を有しており、該第１のテレスコープ軸（１７）は、前記走行装置フレーム（
６）に降下可能に支承されている、請求項５記載の軌道検測車（１）。
【請求項７】
　前記第２の測定基部（１１）は、２つの測定従輪（１２）を備えた第２のテレスコープ
軸（１８）を有しており、該第２のテレスコープ軸（１８）は、前記第１のテレスコープ
軸（１７）に対し、軌道車両長手方向軸線（１９）を中心として回動可能に支承されてい
る、請求項６記載の軌道検測車（１）。
【請求項８】
　各前記テレスコープ軸（１７，１８）に、前記レール（３）に対して前記測定従輪（１
２）を側方に圧着させるための第２の空圧駆動装置（２１）が割り当てられている、請求
項６または７記載の軌道検測車（１）。
【請求項９】
　前記第２の測定基部（１１）は、第１の空圧駆動装置（１０）を介して前記走行装置フ
レーム（６）に結合されている、請求項５から８までのいずれか１項記載の軌道検測車（
１）。
【請求項１０】
　当該軌道検測車（１）は、前記慣性測定ユニット（８）、前記位置測定装置（９）およ
び前記補償測定装置（２０，２２）の測定結果を評価するために設けられた評価装置（２
３）を有している、請求項１から９までのいずれか１項記載の軌道検測車（１）。
【請求項１１】
　当該軌道検測車（１）は、全球測位衛星システムの信号を受信するためのＧＮＳＳアン
テナ（２４）を有している、請求項１から１０までのいずれか１項記載の軌道検測車（１
）。
【請求項１２】
　前記第２の測定基部（１１）は、上昇位置において、安全装置（２５）によりロック可
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能である、請求項１から１１までのいずれか１項記載の軌道検測車（１）。
【請求項１３】
　前記安全装置（２５）は、固定フックとして形成されている、請求項１２記載の軌道検
測車（１）。
【請求項１４】
　請求項１から１３までのいずれか１項記載の軌道検測車（１）の作動方法であって、
　前記軌道検測車（１）の走行中に、前記慣性測定ユニット（８）によって空間曲線を検
出し、第１の作動モードにおいて、前記位置測定装置（９）の測定データを用いて、前記
空間曲線を、軌道延在部に対応する空間曲線に変換し、第２の作動モードにおいて、前記
第２の測定基部（１１）が降下した状態で、前記補償測定装置の測定データを用いて、前
記空間曲線を、軌道延在部に対応する空間曲線に変換することを特徴とする、作動方法。
【請求項１５】
　第１の作動モードと第２の作動モードとを、測定信号に応じて自動的に切り替える、請
求項１４記載の作動方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、軌道の２本のレール上を走行可能でありかつレール走行装置を有する車両フ
レームと、慣性測定ユニットおよび各レールに対する位置測定用の少なくとも１つの無接
触式の位置測定装置が配置された第１の測定基部とを備えた、軌道の軌道形状（Gleisgeo
metrie）を検出するための軌道検測車に関する。さらに本発明は、このような軌道検測車
の作動方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　軌道の保守作業には、定期的な点検が必要である。このために、定期的な間隔で、軌道
検測車の形態の軌道測定装置でもって軌道を走行し、軌道検測車が軌道形状を検出し、次
いで軌道形状を評価する。軌道形状は、レール上を走行する車両の走行動力学に直接に影
響を及ぼすので、軌道安全性を評価するためには精密な測定が重要である。したがって、
軌道検測車は既にかなり以前から知られている。
【０００３】
　可動のポイントセンサでもって軌道と常時接触している機械的なセンサを備えた測定シ
ステムを使用することが多い。センサの動きから、次いで軌道形状を導出することができ
る。このような装置は、例えば独国特許出願公開第３９１４８３０号明細書から公知であ
る。
【０００４】
　比較的新しい光学測定システムおよび慣性測定システムでは、所望の軌道形状測定デー
タを導出するために、無接触式のレーザセンサが用いられる。鉛直方向の軌道位置は、座
標系に関連付けられる２つの距離測定値の差から算出される。これにより、機械的な測定
システムの速度制限も克服される。
【０００５】
　しかしながら、軌道上に雪または砂の吹きだまりがある場合、光学測定システムはその
限界に突き当たり、したがって軌道形状を正しく検出することも、もはや不可能である。
独国特許出願公開第４１３６９０４号明細書からは、例えば軌道のレール間隔を無接触式
に測定する装置が公知である。慣性測定システムは、専門雑誌“Eisenbahningenieur (52
) 9/2001”の第６～９頁に記載されている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明の根底を成す課題は、冒頭で述べた形式の軌道検測車に関して、従来技術と比較
した改良点を示すことにある。別の課題は、改良された軌道検測車の作動方法を説明する
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ことにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　これらの課題は、本発明に基づき、請求項１記載の軌道検測車および請求項１４記載の
方法によって解決される。各従属請求項には本発明の有利な構成が記載されている。
【０００８】
　本発明は、降下可能な第２の測定基部が配置されていることを想定しており、第２の測
定基部は、レール上に載置可能な測定従輪を有しておりかつ補償測定装置を介して第１の
測定基部に結合されている。よって、無接触式の位置測定装置が、例えば強い雨、雪また
は砂の吹きだまりによりその限界に突き当たると直ちに、降下可能な機械的な第２の測定
基部による軌道測定を、間を置かずに継続することができる。この場合、補償測定装置は
、慣性測定ユニットに対する第２の測定基部の位置変化を連続的に検出する。これにより
、慣性測定ユニットの測定データから軌道形状を簡単に導出することができる。
【０００９】
　本発明の有利な実施形態では、各レールに対する位置測定用の第１の測定基部に、互い
に離された２つの位置測定装置が配置されている、ということが想定されている。これに
より、レール毎の一点測定の場合のような、軌道検測車の最低速度は一切必要とされない
。車両の停止時または始動時にも、各レールの上り勾配または下り勾配ひいては長手方向
高さを測定することができる。
【００１０】
　好適な改良では、位置測定装置は、レーザラインスキャナとして形成されている。この
場合は、レーザラインスキャナの反応時間が極めて短くなり、測定周波数が極めて低くな
るという利点がある。
【００１１】
　別の有利な構成では、補償測定装置は、距離測定装置および／または角度測定装置とし
て形成されている。これにより、第１の測定基部と第２の測定基部との間の相対移動を正
確に検出することができる。
【００１２】
　本発明による装置の別の改良は、第１の測定基部が、レール走行装置の走行装置フレー
ムとして形成されていることを想定している。これにより、追加的な測定フレームの必要
性がなくなる。
【００１３】
　有利な改良では、第２の測定基部は、２つの測定従輪を備えた第１のテレスコープ軸を
有しており、第１のテレスコープ軸は、走行装置フレームに降下可能に支承されている。
第２の測定基部は、必要に応じて軌道上に降下され、このときテレスコープ軸でもって、
軌道の軌間に対する適合が行われる。
【００１４】
　本発明の有利な実施形態では、第２の測定基部が、２つの測定従輪を備えた第２のテレ
スコープ軸を有していることが想定されており、第２のテレスコープ軸は、第１のテレス
コープ軸に対し、軌道車両長手方向軸線を中心として回動可能に支承されている。これに
より、例えば軌道こう上時に生じるような、第１のテレスコープ軸に対する相対移動を測
定することができる。この場合もやはり、このために軌道検測車の最低速度は一切不要で
ある、という別の利点がある。
【００１５】
　さらに、各テレスコープ軸に、レールに対して測定従輪を側方に圧着させるための空圧
駆動装置が割り当てられていると有意である。これにより、レール延在部の精密な追跡お
よび完璧な測定結果が得られる。
【００１６】
　本発明の簡単な実施形態は、第２の測定基部が、空圧駆動装置を介して走行装置フレー
ムに結合されていることを想定している。各空圧駆動装置は、一定の力において無出力の
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保持を可能にするので、第２の測定基部は、レールに継続して押し付けられることになる
。
【００１７】
　本発明の別の有利な構成は、軌道検測車が、慣性測定ユニット、位置測定装置および補
償測定装置の測定結果を評価するために設けられた評価装置を有していることにより、与
えられている。つまり、この中央評価装置は、光学測定のデータおよび機械測定のデータ
をも処理する。
【００１８】
　空間的な位置検出については、軌道検測車が、全球測位衛星システムの信号を受信する
ためのＧＮＳＳアンテナを有していると、有意である。これにより、測定結果の空間的な
対応を簡単に達成することができる。
【００１９】
　本発明の別の改良は、第２の測定基部が上昇位置において、安全装置によりロック可能
である、ということを想定している。これにより、無接触式の位置測定装置の使用時には
、第２の測定基部を上昇した休止位置に適宜に固定することができるようになっている。
【００２０】
　好適には、安全装置は固定フックとして形成されており、これにより、構造的に簡単で
あるにもかかわらず有効な構成となっている。
【００２１】
　本発明による方法は、軌道検測車の走行中に、慣性測定ユニットによって空間曲線を検
出し、第１の作動モードにおいて、位置測定装置の測定データを用いて、空間曲線を、軌
道延在部に対応する空間曲線に変換し、第２の作動モードにおいて、第２の測定基部が降
下した状態で、補償測定装置の測定データを用いて、空間曲線を、軌道延在部に対応する
空間曲線に変換することを想定している。この場合、有利には、両作動モードにおいて１
つの共通の慣性測定ユニットが、空間曲線の検出に利用される。
【００２２】
　上記方法の別の実施形態では、第１の作動モードと第２の作動モードとを、測定信号に
応じて自動的に切り替えることが想定されている。難しい条件のために、位置測定装置に
は正確な測定結果を検出することが不可能な場合には、第２の作動モードに自動的に切り
替えられる。このことは、軌道上の条件が光学測定を再び許せば、逆の順序にも当てはま
り、第２の作動モードから第１の作動モードに自動的に切り替えられる。
【００２３】
　以下に、本発明を添付の図面を参照して例示的に説明する。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】軌道検測車を台車と共に示す概略図である。
【図２】第１および第２の測定基部を示す概略立体図である。
【図３】下から見た台車を示す概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　図１に略示する、レール３上を走行可能なレール走行装置４と、レール走行装置４上に
支持された車両フレーム５とを備えた、軌道２の軌道形状を検出するための軌道検測車１
は、慣性測定ユニット８および複数の位置測定装置９を備えている、走行装置フレーム６
として形成された第１の測定基部７と、複数の第１の空圧駆動装置１０を介して降下可能
な第２の測定基部１１とを有している。
【００２６】
　第２の測定基部１１は、レール３に載置可能な複数の測定従輪１２を有しており、かつ
複数の連結棒１４を介して第１の測定基部７に結合されている。連結棒１４は、その上端
部１５において、回動可能に第１の測定基部７に支承されており、その下端部１６におい
て、それぞれ第１のテレスコープ軸１７と第２のテレスコープ軸１８とに結合されている
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。第１のテレスコープ軸１７は、第２のテレスコープ軸１８に対し、軌道車両長手方向軸
線１９を中心として回動可能に支承されている（図２）。
【００２７】
　走行装置フレーム６上には複数のコンソール２６が配置されていてよく、これらのコン
ソール２６に第１の空圧駆動装置１０が支持されている。つまり、既存のレール走行装置
４に、コンソール２６と、第１の測定基部７のフレームとを後付けすることが可能である
。
【００２８】
　軌道検測車１には、全球測位衛星システムの信号を受信するためのＧＮＳＳアンテナ２
４と、評価装置２３とが配置されている。第２の測定基部１１は、上昇位置では、好適に
は固定フックとして形成された複数の安全装置２５によりロックされる。
【００２９】
　図２には、第１の測定基部７の一部と、降下された状態の第２の測定基部１１とが示さ
れている。レール走行装置４の端部側において、第１の測定基部７の下側に、複数の位置
測定装置９が取り付けられている。これらの位置測定装置９は、好適にはレーザラインス
キャナとして形成されており、この場合、各２つのレーザラインスキャナがレール３の内
縁部に向けられている。
【００３０】
　軌道中心における空間曲線を検出するために、第１の測定基部７には、慣性測定ユニッ
ト８が、好適には２つの位置測定装置９の間の真ん中に配置されている。つまり、第１の
測定基部７は、走行装置フレーム６、位置測定装置９および慣性測定ユニット８と共に、
１つの剛性の装置を形成している。第１の作動モードでは、レールに対する第１の測定基
部７の位置が、位置測定装置９により連続的に検出される。
【００３１】
　第２の作動モードでは、第２の測定基部１１が、第１の空圧駆動装置１０により、軌道
２上へ降下している。第１の空圧駆動装置１０には、補償測定装置として、各１つの第１
の距離測定装置２０が配置されている。これにより、第１の測定基部７と第２の測定基部
１１との間の鉛直方向の相対移動が検出される。代わりに、相対移動を検出するためには
連結棒１４に角度測定装置が取り付けられていてもよい。
【００３２】
　図３には、レール走行装置４を下から見た図が示されている。テレスコープ軸１７，１
８には、測定従輪１２をレール３に対して側方に圧着させるための第２の空圧駆動装置２
１が１つずつ配置されている。分岐器またはクロッシングを通過する際に測定従輪１２が
レールの隙間内へ押圧されることを防ぐために、各測定従輪１２には案内支柱１３が割り
当てられている。案内支柱１３がガードの傍らを案内されると直ちに、案内支柱１３は割
り当てられた測定従輪１２を拘束し、このようにして圧着圧力に抗して作用する。
【００３３】
　テレスコープ軸１７，１８の間の中間には、補償測定装置として第２の距離測定装置２
２が配置されており、第２の距離測定装置２２は、第１の測定基部７に対する第２の測定
基部１１の横方向ずれを検出する。このようにして、第２の作動モードでは、機械的な補
償測定装置２０，２２により、レール３に対する第１の測定基部７の位置が検出される。
【００３４】
　１つの図示しない変化態様では、第１の測定基部７はレール走行装置４から分離され、
フレームとしてレール車輪の車軸に取り付けられている。これにより、鉛直方向のレール
延在部の直接的な測定作業が可能になると共に、レール３に対する第１の測定基部７の横
方向の相対移動だけを検出すれば済むことになる。
【００３５】
　評価装置２３には、慣性測定ユニット８、無接触式の位置測定装置９および補償測定装
置２０，２２の測定信号が供給される。この場合、有利には連続的に、位置測定装置９の
信号の妥当性点検が行われる。信号の飛躍または信号の異常が認められると直ちに第２の
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測定基部１１が降下され、第１の作動モードから第２の作動モードに切り替えられる。

【図１】

【図２】

【図３】
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